
試験研究用資産の貸与に関する契約書 
 
 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「甲」という。）と 

○○○○○○○○○○○○（以下「乙」という。）とは、甲に帰属する試験研究用資産（以下「資産」

という。）について、次のとおり貸与契約（以下「本契約」という。）を締結する。 
 
（本契約の目的及び効力） 

第１条 甲は、乙が実施する □□□□□□□□□□□□事業「△△△△△△△△△△△△

△△研究開発」（以下「本補助・助成事業」という。）において、第２条に定める資

産を使用させるものとする。 
２ 甲が、本補助・助成事業に関する交付の決定を行わなかった場合、本契約は契約締結日

に遡って無効とする。 
３ 乙は、本補助・助成事業の交付規程に基づき、乙が申請の取り下げをした場合、本補助・

助成事業が中止若しくは廃止された場合又は本補助・助成事業の交付決定が取り消された

場合、第２条に定める資産の取り扱いについて、甲の指示に従うものとする。 
 
（貸与する資産） 

第２条 甲が、乙に貸与する資産（以下「貸与資産」という。）は、別添１「資産管理簿」

のとおりとする。 
 
（貸与の期間及び費用負担） 
第３条 貸与期間は、本補助・助成事業の交付決定日から××××年××月××日までとす

る。 
２ 貸与料は無償とする。 
３ 乙は、貸与期間中の貸与資産に係る固定資産税及び損害保険料並びに維持・管理に必要

な一切の費用を負担するものとする。ただし、本補助・助成事業において甲が認めた保守

費用については、この限りではない。なお、固定資産税の費用負担の清算については、甲

は、貸与資産に係る固定資産税のうち貸与期間に相当する金額に消費税及び地方消費税

を加算した金額を、期限を示して乙に請求することとする。 
４ 乙は、甲から前項に定める請求を受けたときは、甲から指定された期限までに、甲から

指定された銀行口座に振り込む方法で甲から請求された金額を支払うものとする。ただ

し、振込にかかる送金手数料等の費用は乙の負担とする。 
 

（契約の変更） 

第３条の２ 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契



約の内容を変更できるものとする。 

 一 本補助・助成事業の実施において、貸与期間の変更、又は貸与資産の増減を行う必要

が生じたとき。 

 二 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行

が困難となったとき。 

２ 乙は、前項の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、貸与契約変更申請書１通を

甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

３ 甲は、前項の規定により、乙から提出された変更申請書を受理したときは、その内容を

審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 

４ 甲は、前項の規定により申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 

一 本契約の貸与期間を変更する場合、又は貸与資産が増減する場合は、変更契約を締結

する。 

二 前号を除く事項について変更する場合は、甲の承認をもって変更契約が締結された

ものとみなす。 

５ 甲は、乙が本契約条項に違反したとき、又は過怠によって期限内に義務を履行する見込

みがないと認められるときは、本契約を解除することができる。 

 

（資産の管理） 
第４条 乙は、貸与資産について、善良な管理者の注意を持って管理するものとし、乙が管

理する期間は、第３条に定める貸与期間の開始日から甲の指示に基づき甲が指定する相

手先に引き渡す日又は第４条の２第１０項に基づき乙が貸与資産を引き取った日までと

する。 
２ 乙は、貸与資産について、他の財産と区別して管理することとし、別添１「資産管理簿」

に記載の保管場所等のもとに保管するものとする。ただし、保管場所を変更する場合は、

あらかじめ甲に届け出るものとする。 
３ 乙は、貸与資産を本補助・助成事業以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承

認を得た場合は、この限りでない。なお、複数の者が同一の実施計画書に基づいて実施す

る条件で交付申請し、甲が当該複数の者にそれぞれ交付決定した場合は、乙は、乙以外の

当該複数の者に対して、当該事業を実施する目的に限り、貸与資産を使用させることがで

きるものとし、この場合、甲の承認を得たものとする。 
４ 乙は、貸与資産を改造しないことを原則とする。ただし、やむを得ず改造する必要があ

る場合は、あらかじめ甲と協議するものとする。 
５ 乙は、貸与資産に対し、抵当権、質権その他担保物権を設定してはならない。 
 

（資産の譲渡等）  

第４条の２ 甲は、貸与期間終了後、貸与資産（甲及び乙が共有する貸与資産については甲



の持分）について甲が提示する譲渡価格をもって乙に譲渡し、乙は、これを譲り受けるも

のとする。 

２ 前項に基づき、乙が貸与資産を有償で譲り受ける場合において、乙が貸与資産を本補

助・助成事業の目的に関連して使用するときは、甲は貸与期間終了後も、乙が貸与資産を

使用することを認めるものとする。ただし、甲が使用停止を指示した場合はこの限りでな

い。 

３ 甲が提示する譲渡価格は、貸与期間終了日における次項に定める算定方法により算定

した額とする。  

４ 譲渡価格は、甲が貸与資産を取得した価額（以下「取得価額」という）から、取得価額

に１００分の９０を乗じた額に１を法定耐用年数で除した値（小数点第四位以下切り上

げ。ただし、２００７年３月３１日以前に取得した貸与資産については小数点第四位以下

切り捨て。）を乗じた額（以下「年償却額」という。）に取得日から貸与期間終了日まで

の期間（以下「算定期間」という。）における通算経過年数を乗じて得られた額及び算定

期間のうち１２月に満たない月数（１月に満たない日数があるときは１月と算定する。以

下「端数月数」という。）を年償却額に乗じて１２で除した額（小数点以下四捨五入）を

減じた額とする。ただし、取得価額に１００分の５を乗じた額を下回らない額とする。 

【算定式】 

譲渡価格＝取得価額―（年償却額×経過年数＋年償却額×端数月数÷１２） 

     ≧取得価額×（５÷１００） 

５ 乙は、貸与資産の譲渡に関し、甲が指定する期間までに、「貸与された財産の処分に関

する確認書」（以下「確認書」という。）を提出するものとする。なお、乙は、有償譲渡

に適さない貸与資産がある場合は、確認書にその処分方法及び理由を記載して、提出する

ことができる。 

６ 乙は、貸与資産を乙以外の者（以下「譲受希望者」という。）が譲り受けることに正当

な理由がある場合は、確認書に以下の各号の内容を記載した書面を添付して甲に申し出

るものとする。 

 一 譲受希望者の名称及び所在地 

 二 譲受希望者が譲り受けを希望する貸与資産の内訳 

 三 譲受希望者への譲渡を適切とする理由（譲受希望者の事業概要、本助成事業への関与

内容、当該貸与資産の活用計画を含む。） 

 四 譲渡価格での当該貸与資産の譲り受けに関する譲受希望者の合意意思の表示（譲受

希望者の発出文書を添付すること。） 

７ 甲は、第５項の確認書の内容を適切と認めたときは、甲が使用又は廃棄する貸与資産、

甲が別に定める特定の法人等に無償譲渡することが適切と認めた貸与資産及び第６項の

譲受希望者に譲渡することが適切と認めた貸与資産を除き、貸与期間終了後、第４項に基

づき算定した譲渡価格を、期限を示して乙に請求するものとする。なお、乙が指定期限ま



でに確認書を提出しないときは、乙は貸与資産を全て譲り受け、その譲渡対価を支払わな

ければならないものとする。ただし、甲が、指定する期限までに乙が確認書を提出しない

ことに正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

８ 乙は、甲から前項に定める請求を受けたときは、甲から指定された期限までに、甲から

指定された銀行口座に振り込む方法で甲から請求された金額を支払うものとする。ただ

し、振込に係る送金手数料等の費用は乙の負担とする。   

９ 貸与資産の所有権は、乙が本条第７項に定める甲から請求された金額を支払ったとき

に甲から乙に移転する。  

１０ 乙は、所有権移転後において、甲又は甲の指定する者の立会いのもとで貸与資産を引

取るものとする。ただし、甲が認める場合は立会いを省略することができる。  

１１ 甲は、乙が本条第７項により甲が示した期限までに対価を支払わないときは遅延金

として、当該期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、当該未払金額に対し民法第４

０４条に定める法定利率を乗じて計算した金額を請求できるものとする。  

１２ 甲は、乙が本条各項に規定する義務に違反したとき、又は過怠によって期限内に義務

を履行する見込みがないと認められるときは、乙に対する貸与資産の譲渡を取り消し、任

意に貸与資産を廃棄又は第三者に譲渡する（以下「甲の任意処分」という。）ことができ

るものとする。この場合、乙は甲の任意処分に対し、一切異議を述べず、貸与資産の引渡

しなど甲の任意処分に必要な協力を行うものとする。なお、甲の任意処分に係る費用は全

て乙の負担とする。 

１３ 甲は、乙が天災その他不可抗力の原因によらないで甲の定める期限内に、貸与資産の

引取りを完了しないとき、又は前項に基づき貸与資産の譲渡が取り消されたときは、違約

金として引取りを完了しない貸与資産の譲渡価格の１００分の１０ に相当する金額を

請求することができる。  

１４ 甲は、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。

ただし、損害賠償を請求することができる期間は、引取り期限から１年とする。  

 
 （技術研究組合に係る読替え） 
第４条の３ 乙が技術研究組合法（昭和３６年法律第８１号）に基づく技術研究組合（以下

「組合」という。）であって、貸与資産を当該組合の組合員が使用している場合は、乙を当

該組合の組合員と読み替え、前条各項の規定を適用する。 
 
（貸与資産の弁償） 

第５条 乙は、貸与資産を滅失又は毀損した場合は、貸与資産について補修、部品の取替、

製造等を行うことにより、原状に回復しなければならない。ただし、甲により特段の指示

があった場合は、その指示に従うものとする。 

 



（賠償責任） 

第６条 甲は、貸与資産を乙が使用することに起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時

雇用者の損害並びに第三者に与えた損害について、その損害が甲の故意又は重大な過失

による場合を除き、一切の損害賠償の責を負わない。 

 

 （存続条項） 

第７条 甲及び乙は、貸与期間が終了し、又は第３条の２第５項の規定に基づき、本契約が

解除された場合であっても、次の条項については、対象事由が消滅するまで引き続き効力

を有するものとする。 

 第４条、第４条の２第１項、第２項及び第７項から第１４項まで、第５条並びに第６条 

 

 

 （裁判管轄） 

第８条 本契約に関する訴えは、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
ただし、法令に専属管轄の定めがある場合にはこの限りでない。 

 
（その他定めのない事項の取扱） 

第９条 本契約について、疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲、

乙、協議のうえ決定するものとする。 
 
 
本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙、記名押印の上、各１通を保有す

るものとする。 
 
××××年××月××日 
 

甲  神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
理 事 長    斎藤 保 

 
 

乙   東京都○○区○○○町○○○○番 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
代表取締役社長  ○○  ○○ 

 
 


